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校則の見直しについて（通知） 
校則は、生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長・発達していくための行動の指針

として定められている教育的意義を有する重要なものであり、各学校において、学校を取
り巻く社会環境や生徒の状況の変化に応じ、内容の検証や見直しが行われています。 
『生徒指導提要』（文部科学省平成 22 年 3 月作成）等では、校則について、社会通念お

よび学校や地域の実態に応じた適切かつ必要な範囲の内容とし、その運用については、生
徒が自主的に守るように指導していくこと、そのためには生徒・保護者と共通理解を持つ
ことが重要である旨が述べられています。 

しかしながら、学校における校則の内容や校則に基づく指導に関し，一部の事案におい
て，必要かつ合理的な範囲を逸脱しているという旨の指摘があり、校則が子どもの実情や
社会常識などに合った内容になっているか絶えず見直すよう、文部科学省から令和３年（２
０２１年）６月８日付けで事務連絡がありました。 
つきましては、下記の視点及び別紙を参照の上、校則の点検を行うとともに、必要に応

じて改定を実施していただきますようお願いします。 
 

記 
１ 校則見直しの視点等 
（１）人権尊重の精神に立った内容・表現であること。 
（２）社会通念上合理的と認められる範囲になっていること。 
（３）必要最小限とし、校則に因らない取組で足りると思われるしつけや道徳、健康など

に関する細かな事項等まで校則に盛り込まないようにすること。 
（４）校則をホームページに公開し、周知を図ること。 
（５）校則見直しについては、生徒・保護者が何らかの形で関り、その手順等が提示され

ていること。また、校則見直しの取組を年度内に１度は実施すること。 
 
２ 留意点 
（１）見直した校則は、令和４年度（２０２２年度）４月から運用開始ができること。 
（２）校則見直しの結果を、令和４年（２０２２年）２月２８日（月）までに学校安全・安

心推進課へ報告すること。 
（３）改定について、各地区の生活指導連盟等の申し合わせ事項や他校との共通ルールの

規定等については、各校において適切な対応をすること。 
（４）ここでの校則とは、頭髪等関係、服装（制服）関係、所持品関係、校則見直しの手順  

等の生徒指導関係の範囲のものを指している。 
（５）県立中学校及び県立特別支援学校小学部・中学部においては、本通知の主旨を参考

に学校等の実態に応じて校則の見直しに取り組むこと。 
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